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○
企
業
局
管
理
規
程

　

大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
企
業
局
長　
　

渡　
　
　

辺　
　
　

文　
　
　

雄　

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

　
　
　

大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
の
五
第
二
項
中
「
第
十
七
条
の
五
」
を
「
第
十
七
条
の
六
」
に
改
め
る
。

　

第
十
七
条
の
八
を
第
十
七
条
の
九
と
し
、
第
十
七
条
の
七
を
第
十
七
条
の
八
と
し
、
第
十
七
条
の
六
を
第

十
七
条
の
七
と
す
る
。

　

第
十
七
条
の
五
第
一
号
中
「
第
十
七
条
の
二
」
を
「
第
十
七
条
の
三
」
に
、
「
第
十
七
条
の
三
」
を
「
第

十
七
条
の
四
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
七
条
の
二
」
を
「
第
十
七
条
の
三
」
に
、
「
第
十
七
条
の

三
」
を
「
第
十
七
条
の
四
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
十
七
条
の
三
」
を
「
第
十
七
条
の
四
」
に
改

め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
七
条
の
二
」
を
「
第
十
七
条
の
三
」
に
、
「
第
十
七
条
の
三
」
を
「
第
十
七
条

の
四
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
十
七
条
の
三
」
を
「
第
十
七
条
の
四
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中

「
第
十
七
条
の
二
」
を
「
第
十
七
条
の
三
」
に
、
「
第
十
七
条
の
三
」
を
「
第
十
七
条
の
四
」
に
改
め
、
同

条
を
第
十
七
条
の
六
と
す
る
。

　

第
十
七
条
の
四
を
第
十
七
条
の
五
と
し
、
第
十
七
条
の
三
を
第
十
七
条
の
四
と
し
、
第
十
七
条
の
二
を
第

十
七
条
の
三
と
し
、
第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
月
の
中
途
の
異
動
等
を
し
た
職
員
に
関
す
る
特
例
）

第

十
七
条
の
二　

月
の
中
途
に
お
い
て
企
業
局
長
の
定
め
る
事
由
に
よ
り
、
新
た
に
条
例
第
四
条
の
五
の
職

員
た
る
要
件
が
具
備
さ
れ
る
に
至
つ
た
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
採
職
員
」
と
い
う
。
）
又
は

通
勤
の
実
情
の
変
更
を
生
ず
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
事
由

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
月
の
中
途
の
異
動
等
」
と
い
う
。
）
の
生
じ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
月
の
中
途
の
異
動
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
月
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
異
動
月
」
と
い
う
。
）

か
ら
通
勤
手
当
の
支
給
を
開
始
し
、
又
は
通
勤
手
当
の
額
を
改
定
す
る
。
た
だ
し
、
通
勤
手
当
の
支
給
を

開
始
し
、
又
は
通
勤
手
当
の
額
を
増
額
し
て
改
定
す
る
場
合
に
お
け
る
支
給
の
開
始
又
は
支
給
額
の
改
定

に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
、
月
の
中
途
の
異
動
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後

に
さ
れ
た
と
き
は
、
企
業
局
長
が
別
に
定
め
る
月
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

２  　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
を
開
始
し
、
又
は
改
定
す
る
通
勤
手
当
の
異
動

月
に
係
る
支
給
単
位
期
間
は
、
前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
箇
月
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
異

動
月
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
企
業
局
長
が
定
め
る
期
間
を
支
給
単
位
期
間
と
仮
定
し
て
算
定
し
た
同
項
の

規
定
に
よ
る
開
始
又
は
改
定
後
の
通
勤
手
当
の
相
当
額
を
企
業
局
長
が
定
め
る
期
間
で
除
し
て
得
た
額
か

ら
、
そ
の
額
の
う
ち
異
動
月
の
初
日
か
ら
月
の
中
途
の
異
動
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
の
通
勤
手

当
の
相
当
額
（
月
の
中
途
の
異
動
日
に
条
例
第
四
条
の
五
の
職
員
た
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
職
員
に
つ
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二

大
分
県
報
（
企
業
局
管
理
規
程
・
病
院
局
管
理
規
程
）

い
て
は
、
零
）
を
減
じ
、
月
の
中
途
の
異
動
等
の
前
の
勤
務
公
署
に
係
る
異
動
月
の
初
日
か
ら
月
の
中
途

の
異
動
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
の
通
勤
手
当
の
相
当
額
（
新
採
職
員
に
つ
い
て
は
、
零
）
を

加
え
て
得
た
額
と
す
る
。

３  　

前
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
既
に
支
給
さ
れ
た
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
改
定
前
の

通
勤
手
当
の
う
ち
、
異
動
月
に
係
る
通
勤
手
当
の
相
当
額
（
異
動
月
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
改
定
前
の
通

勤
手
当
の
支
給
単
位
期
間
が
開
始
す
る
月
の
場
合
に
お
い
て
は
、
零
）
は
、
前
項
に
規
定
す
る
異
動
月
の

通
勤
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
異
動
月
に
係
る
通
勤
手
当
の
相
当
額
が
、
同

項
に
規
定
す
る
異
動
月
の
通
勤
手
当
の
額
よ
り
も
大
き
い
と
き
は
、
月
の
中
途
の
異
動
等
を
前
条
第
七
項

で
定
め
る
事
由
と
し
、
企
業
局
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
差
額
を
返
納
す
る
も
の
と
す

る
。

４  　

第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
月
の
中
途
に
お
い
て
通
勤
の
実
情
の
変
更
を
生
ず
る

職
員
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
前
三
項

の
規
定
の
例
に
よ
り
、
通
勤
手
当
の
額
を
定
め
、
又
は
返
納
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５  　

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
又
は
前
項
に
規
定
す
る
職
員
の
通
勤
手
当
の
支
給
及
び
返

納
に
つ
い
て
は
、
別
に
企
業
局
長
が
定
め
る
。

６  　

第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
の
額
の
決
定
若
し
く
は
改
定
又
は
返
納
が
、
他
の
職
員

に
比
し
て
著
し
く
権
衡
を
失
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
企
業

局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
通
勤
手
当
の
額
を
定
め
、
又
は
返
納
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
程
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２  　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
ま
で
の
間
に
月
の
中
途
に
お
い
て
企
業
局
長
の
指
定

す
る
事
由
に
よ
り
、
新
た
に
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
大
分

県
条
例
第
五
十
二
号
）
第
四
条
の
五
の
職
員
た
る
要
件
が
具
備
さ
れ
る
に
至
つ
た
職
員
又
は
通
勤
の
実
情

の
変
更
を
生
じ
た
職
員
の
う
ち
、
当
該
事
由
を
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る

職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
事
由
と
し
て
改
正
後
の
規
程
の
規
定
を
適
用
し
た
な
ら
ば
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
額
が
、
こ
の
規

程
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
基
づ
き
既
に
支

払
わ
れ
た
通
勤
手
当
の
う
ち
、
そ
の
月
に
係
る
通
勤
手
当
の
相
当
額
よ
り
も
大
き
く
な
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
そ
の
月
の
通
勤
手
当
と
し
て
、
当
該
既
に
支
払
わ
れ
た
そ
の
月
の
通

勤
手
当
に
追
加
し
て
支
払
う
も
の
と
す
る
。
こ
れ
に
準
ず
る
事
由
が
あ
る
と
企
業
局
長
が
認
め
る
職
員
に

つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

３  　

前
項
に
規
定
す
る
事
由
の
生
じ
た
日
が
、
大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
令
和
五
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
一
号
）
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
後
の
規
程
第
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
額
の
算
定
を
行
う

と
き
は
、
改
正
後
の
規
程
第
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
別
表
第

六
」
と
あ
る
の
は
、
「
大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
（
令
和
五
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
一
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職

員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
別
表
第
六
」
と
す
る
。

○
病
院
局
管
理
規
程

　

大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
病
院
局
長　
　

井　
　
　

上　
　
　

敏　
　
　

郎　

大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
号

　
　
　

大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
第
三
項
中
「
次
条
第
四
項
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
第
四
項
第
一
号
中
「
平
成
十
四
年
大
分
県
条
例
第
一
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
公
益
的
法
人
等
派

遣
条
例
」
と
い
う
。
」
を
加
え
る
。

　

第
十
七
条
第
四
項
第
二
号
中
「
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
」
を
「
公
益
的
法
人

等
派
遣
条
例
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
大
分
県
条

例
第
一
号
。
以
下
「
公
益
的
法
人
等
派
遣
条
例
」
と
い
う
。
）
」
を
「
公
益
的
法
人
等
派
遣
条
例
」
に
改
め

る
。

　

第
二
十
七
条
第
二
号
中
「
第
一
号
」
を
「
前
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
月
の
中
途
の
異
動
等
を
し
た
職
員
に
関
す
る
特
例
）

第

三
十
一
条
の
二　

月
の
中
途
に
お
い
て
病
院
局
長
の
定
め
る
事
由
に
よ
り
、
新
た
に
条
例
第
十
条
の
職
員

た
る
要
件
が
具
備
さ
れ
る
に
至
っ
た
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
採
職
員
」
と
い
う
。
）
又
は
通

勤
の
実
情
の
変
更
を
生
ず
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
事
由
（
以
下
こ
の



令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

三

大
分
県
報
（
病
院
局
管
理
規
程
・
告
示
）

条
に
お
い
て
「
月
の
中
途
の
異
動
等
」
と
い
う
。
）
の
生
じ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
月
の
中
途

の
異
動
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
月
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
異
動
月
」
と
い
う
。
）
か
ら
通
勤
手

当
の
支
給
を
開
始
し
、
又
は
通
勤
手
当
の
額
を
改
定
す
る
。
た
だ
し
、
通
勤
手
当
の
支
給
を
開
始
し
、
又

は
通
勤
手
当
の
額
を
増
額
し
て
改
定
す
る
場
合
に
お
け
る
支
給
の
開
始
又
は
支
給
額
の
改
定
に
つ
い
て

は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
、
月
の
中
途
の
異
動
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た

と
き
は
、
病
院
局
長
が
別
に
定
め
る
月
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

２  　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
を
開
始
し
、
又
は
改
定
す
る
通
勤
手
当
の
異
動

月
に
係
る
支
給
単
位
期
間
は
、
前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
箇
月
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
異

動
月
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
病
院
局
長
が
定
め
る
期
間
を
支
給
単
位
期
間
と
仮
定
し
て
算
定
し
た
同
項
の

規
定
に
よ
る
開
始
又
は
改
定
後
の
通
勤
手
当
の
相
当
額
を
病
院
局
長
が
定
め
る
期
間
で
除
し
て
得
た
額
か

ら
、
そ
の
額
の
う
ち
異
動
月
の
初
日
か
ら
月
の
中
途
の
異
動
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
の
通
勤
手

当
の
相
当
額
（
月
の
中
途
の
異
動
日
に
条
例
第
十
条
の
職
員
た
る
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
職
員
に
つ
い
て

は
、
零
）
を
減
じ
、
月
の
中
途
の
異
動
等
の
前
の
勤
務
公
署
に
係
る
異
動
月
の
初
日
か
ら
月
の
中
途
の
異

動
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
の
通
勤
手
当
の
相
当
額
（
新
採
職
員
に
つ
い
て
は
、
零
）
を
加
え
て

得
た
額
と
す
る
。

３  　

前
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
既
に
支
給
さ
れ
た
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
改
定
前
の

通
勤
手
当
の
う
ち
、
異
動
月
に
係
る
通
勤
手
当
の
相
当
額
（
異
動
月
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
改
定
前
の
通

勤
手
当
の
支
給
単
位
期
間
が
開
始
す
る
月
の
場
合
に
お
い
て
は
、
零
）
は
、
前
項
に
規
定
す
る
異
動
月
の

通
勤
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
異
動
月
に
係
る
通
勤
手
当
の
相
当
額
が
、
同

項
に
規
定
す
る
異
動
月
の
通
勤
手
当
の
額
よ
り
も
大
き
い
と
き
は
、
月
の
中
途
の
異
動
等
を
前
条
第
七
項

で
定
め
る
事
由
と
し
、
病
院
局
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
差
額
を
返
納
す
る
も
の
と
す

る
。

４  　

第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
月
の
中
途
に
お
い
て
通
勤
の
実
情
の
変
更
を
生
ず
る

職
員
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
前
三
項

の
規
定
の
例
に
よ
り
、
通
勤
手
当
の
額
を
定
め
、
又
は
返
納
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５  　

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
又
は
前
項
に
規
定
す
る
職
員
の
通
勤
手
当
の
支
給
及
び
返

納
に
つ
い
て
は
、
別
に
病
院
局
長
が
定
め
る
。

６  　

第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
の
額
の
決
定
若
し
く
は
改
定
又
は
返
納
が
、
他
の
職
員

に
比
し
て
著
し
く
権
衡
を
失
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
病
院

局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
通
勤
手
当
の
額
を
定
め
、
又
は
返
納
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
三
十
二
条
第
四
号
中
「
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
」
を
「
病
院
局
長
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
」
に
改

め
る
。

　

第
五
十
五
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
」
を
削
る
。

　

附
則
第
十
二
項
中
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
」
を
削
る
。

　

附
則
第
二
十
項
中
「
大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
大
分

県
条
例
第
二
十
三
号
）
」
を
「
条
例
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
程
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２  　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
ま
で
の
間
に
月
の
中
途
に
お
い
て
病
院
局
長
の
指
定

す
る
事
由
に
よ
り
、
新
た
に
大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八

年
大
分
県
条
例
第
二
十
三
号
）
第
十
条
の
職
員
た
る
要
件
が
具
備
さ
れ
る
に
至
っ
た
職
員
又
は
通
勤
の
実

情
の
変
更
を
生
じ
た
職
員
の
う
ち
、
当
該
事
由
を
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
病
院
局
職
員
の
給

与
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
由

と
し
て
改
正
後
の
規
程
の
規
定
を
適
用
し
た
な
ら
ば
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
額
が
、
こ
の
規
程
に
よ

る
改
正
前
の
大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
基
づ
き
既
に
支
払
わ
れ
た
通
勤
手
当

の
う
ち
、
そ
の
月
に
係
る
通
勤
手
当
の
相
当
額
よ
り
も
大
き
く
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
差
額
に
相

当
す
る
額
を
そ
の
月
の
通
勤
手
当
と
し
て
、
当
該
既
に
支
払
わ
れ
た
そ
の
月
の
通
勤
手
当
に
追
加
し
て
支

払
う
も
の
と
す
る
。
こ
れ
に
準
ず
る
事
由
が
あ
る
と
病
院
局
長
が
認
め
る
職
員
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す

る
。

３  　

前
項
に
規
定
す
る
事
由
の
生
じ
た
日
が
、
大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程
（
令
和
五
年
大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
九
号
）
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

同
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
後
の
規
程
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
額
の
算
定
を
行
う
と
き
は
、

改
正
後
の
規
程
第
三
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
別
表
第
十
三
」
と
あ

る
の
は
、
「
大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
令
和
五
年
大
分

県
病
院
局
管
理
規
程
第
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
別
表
第
十

三
」
と
す
る
。

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
九
十
六
号

　

次
の
興
行
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ



令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

四

大
分
県
報
（
告
示
）

れ
を
有
害
興
行
に
指
定
し
た
。

　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

指
定
年
月
日

種　

類

題　
　
　
　
　
　
　
　

名

制
作
社
名
又

は
配
給
社
名
指　

定　

理　

由

令
六
・

　

二
・
一
三

映　

画
菊
池
エ
リ　

巨
乳

新
東
宝
映
画
　

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

〃

〃

挑
発
デ
リ
バ
リ
ー　

誰
に
も
言
え
な
い
裏

メ
ニ
ュ
ー

オ
ー
ピ
ー
映
画

〃

〃

Ｏ
Ｌ
家
庭
教
師　

い
じ
り
突
く

オ
ー
ピ
ー
映
画

〃

〃

若
熟
女
と
家
出
娘　

た
っ
ぷ
り
ハ
メ
て

オ
ー
ピ
ー
映
画

〃

〃

ハ
イ
ミ
ス
Ｏ
Ｌ　

艶
や
か
な
媚
態

新
東
宝
映
画

〃

〃

セ
ッ
ク
ス
サ
ス
ペ
ン
ス　

リ
ズ
の
熱
い
肌

大
蔵
映
画

大
分
県
告
示
第
九
十
七
号

　

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
令
和
五

年
度
の
臨
時
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

種
畜
証
明
書
番
号

名
前

品
種

検
査
成
績

32344990013

　
　

Ｌ
Ｌ

9719

　

そ
の
他

　

級
外

32344990014

　
　

Ｌ
Ｌ

9762

　

そ
の
他

　

級
外

32344990015

　
　

Ｔ
Ｌ

7710

　

そ
の
他

　

級
外

32344990016

　
　

Ｔ
Ｌ

7714

　

そ
の
他

　

級
外

32344990017

　
　

Ｔ
Ｌ

7741

　

そ
の
他

　

級
外

32344990018

　
　

Ｔ
Ｌ

7742

　

そ
の
他

　

級
外

32344990019

　
　

Ｔ
Ｗ

6927

　

そ
の
他

　

級
外

32344990020

　
　

Ｔ
Ｗ

7137

　

そ
の
他

　

級
外

32344990021

　
　

Ｔ
Ｗ

2115

　

そ
の
他

　

級
外

32344990022

　
　

Ｔ
Ｗ

1991

　

そ
の
他

　

級
外

大
分
県
告
示
第
九
十
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
木
ノ
下
正

弘
ほ
か
二
人
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決
定
し
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良

事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

事　
　

業　
　

名

地
区
名

縦　
　

覧　
　

期　
　

間

縦
覧
場
所

県
営
防
災
重
点
農
業
用
た
め
池
等
整
備

事
業

下
池
地
区

令
六
・　

二
・
二
七
か
ら

令
六
・　

三
・
一
八
ま
で

中
津
市
役
所

大
分
県
告
示
第
九
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
深
耶
馬
字
下
払
ヨ
リ
押
ノ
尾
窪
迄
二
二
番
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町



令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

五

大
分
県
報
（
告
示
）

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

　

北
部
振
興
局
並
び
に
中
津
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
百
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

佐
伯
市
本
匠
大
字
山
部
字
受
場
ノ
平
二
七
七
二
番
一
、
二
七
七
二
番
二
、
二
七
七
三
番

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

　

南
部
振
興
局
並
び
に
佐
伯
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
百
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

大
分
市
大
字
木
田
字
保
里
木
三
七
一
〇
番
・
三
七
三
四
番
・
三
七
三
八
番
一
・
二
ノ
三
七
四
一
番
（
以

　

上
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
三
七
〇
〇
番
か
ら
三
七
〇
三
番
ま
で
、
三
七
〇
四
番

　

一
、
三
七
〇
四
番
二
、
三
七
〇
五
番
、
三
七
〇
六
番
、
三
七
一
六
番
一
、
三
七
一
六
番
二
、
三
七
一
七

　

番
、
三
七
二
一
番
、
三
七
二
二
番
一
か
ら
三
七
二
二
番
三
ま
で
、
三
七
二
三
番
、
三
七
二
五
番
、
三
七
二

　

八
番
一
か
ら
三
七
二
八
番
三
ま
で
、
三
七
二
九
番
一
、
三
七
二
九
番
二
、
三
七
三
〇
番
、
三
七
三
〇
番
二

　

か
ら
三
七
三
〇
番
四
ま
で
、
三
七
三
一
番
一
、
三
七
三
一
番
二
、
三
七
三
二
番
、
三
七
三
三
番
、
三
七
三

　

五
番
か
ら
三
七
三
七
番
ま
で
、
三
七
三
八
番
二
、
三
七
三
九
番
か
ら
三
七
四
二
番
ま
で
、
三
七
四
三
番
一

　

か
ら
三
七
四
三
番
三
ま
で
、
三
七
四
五
番
一
、
三
七
四
五
番
四
か
ら
三
七
四
五
番
六
ま
で
、
三
七
四
六
番

　

か
ら
三
七
五
一
番
ま
で
、
三
七
五
三
番
か
ら
三
七
五
五
番
ま
で
、
三
七
九
九
番
一
、
三
七
九
九
番
二
、
二

　

ノ
三
七
一
四
番
、
二
ノ
三
七
一
六
番
、
二
ノ
三
七
三
七
番
、
二
ノ
三
七
四
七
番
、
二
ノ
三
七
四
八
番
、
二

　

ノ
三
七
五
〇
番
、
二
ノ
三
七
五
一
番
、
三
ノ
三
七
二
九
番
二
、
四
ノ
三
七
二
九
番

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
保
里
木
三
七
三
九
番
・
三
七
四
一
番
・
三
七
九
九
番
一
・
二
ノ
三
七
四
一
番
（
以
上
四
筆
に
つ

　
　
　

い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
中
部
振
興
局
並
び
に
大
分
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
百
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置



令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

六

大
分
県
報
（
告
示
）

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

県
道
臼
杵
津

久
見
線

臼
杵
市
大
字
臼
杵
字
浜
七
○
二
番
一

九
か
ら

臼
杵
市
大
字
臼
杵
字
浜
七
○
二
番
八

七
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

  

三
七
・
〇

～
一
五
・
七

メ
ー
ト
ル

七
三
・
〇

後

  

三
一
・
二

～
一
五
・
七

七
三
・
〇

大
分
県
告
示
第
百
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

県
道
神
原
玉

来
線

竹
田
市
大
字
入
田
字
大
仲
寺
七
五
九

番
六
か
ら

竹
田
市
大
字
入
田
字
大
仲
寺
七
八
五

番
四
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

　

  

九
・
五

～　

七
・
三

メ
ー
ト
ル

一
四
〇
・
〇

竹
田
市
大
字
入
田
字
大
仲
寺
七
五
九

番
六
か
ら

竹
田
市
大
字
入
田
字
大
仲
寺
七
八
五

番
一
ま
で

後

  

三
二
・
〇

～　

七
・
三

一
四
〇
・
〇

大
分
県
告
示
第
百
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
臼
杵
津
久
見
線

臼
杵
市
大
字
臼
杵
字
浜
七
○
二
番
一
九
か
ら

臼
杵
市
大
字
臼
杵
字
浜
七
○
二
番
八
七
ま
で

令
六
・　

二
・
二
七

大
分
県
告
示
第
百
五
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
有
水
面
埋
立
工
事
の
し
ゅ
ん
功
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

し
ゅ
ん
功
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
六
年
二
月
八
日

二　

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

大
分
県

　
　
　
　

代
表
者　

大
分
県
知
事　

佐　

藤　

樹
一
郎

三　

埋
立
て
の
区
域

　

１　

位
置

　
　
　

第
一
区
域

　
　

  　

臼
杵
市
大
字
風
成
字
天
神
森
脇
八
九
七
番
七
か
ら
字
久
保
二
の
九
五
〇
番
に
至
る
各
地
先
の
公
有
水

面

　
　
　

第
二
区
域

　
　
　

臼
杵
市
大
字
風
成
字
久
保
九
六
一
番
二
の
地
先
の
公
有
水
面

　

２　

区
域

　
　
　

第
一
区
域

　
　
　

次
の
各
地
点
の
う
ち
一
の
地
点
か
ら
四
九
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
四
九
の
地
点
と
五
〇

　
　

の
地
点
を
結
ぶ
平
成
二
十
七
年
の
春
分
の
満
潮
位
（
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
二
・
一
三
メ
ー
ト
ル
）
に



令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

七

大
分
県
報
（
告
示
）

　
　

お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
及
び
一
の
地
点
と
五
〇
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
五
年
三
月
十
四

　
　

日
付
け
指
令
漁
港
第
六
―
十
四
号
で
竣
功
認
可
さ
れ
た
埋
立
地
と
公
有
水
面
と
の
境
界
線
（
Ｃ
・
Ｄ
・

　
　

Ｌ
・
プ
ラ
ス
二
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
に
よ
り
決
定
）
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

一
の
地
点  　

津
久
見
市
大
字
長
目
字
葛
山
三
七
八
番
地
の
国
土
地
理
院
三
等
三
角
点
「
長
目｣

（
北

緯
三
三
度
〇
六
分
三
一
秒
四
七
二
八
、
東
経
一
三
一
度
五
一
分
五
六
秒
六
七
九
七
（
以
下

「
基
点
」
と
い
う
。
）
）
か
ら
二
九
八
度
一
七
分
〇
二
秒
二
、
〇
五
八
・
七
六
メ
ー
ト
ル

の
地
点

　
　
　

二
の
地
点　

一
の
地
点
か
ら
五
度
四
七
分
〇
六
秒
五
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

三
の
地
点　

二
の
地
点
か
ら
二
八
一
度
四
四
分
四
四
秒
〇
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

四
の
地
点　

三
の
地
点
か
ら
一
七
度
三
六
分
三
〇
秒
六
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

五
の
地
点　

四
の
地
点
か
ら
一
一
一
度
三
四
分
〇
六
秒
〇
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

六
の
地
点　

五
の
地
点
か
ら
二
七
度
三
七
分
三
九
秒
七
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

七
の
地
点　

六
の
地
点
か
ら
三
六
度
一
〇
分
二
五
秒
八
・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

八
の
地
点　

七
の
地
点
か
ら
四
一
度
二
一
分
二
四
秒
四
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

九
の
地
点　

八
の
地
点
か
ら
四
二
度
四
九
分
一
九
秒
五
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

一
〇
の
地
点　

九
の
地
点
か
ら
四
三
度
一
六
分
一
七
秒
一
〇
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

一
一
の
地
点　

一
〇
の
地
点
か
ら
四
三
度
〇
一
分
五
六
秒
九
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

一
二
の
地
点　

一
一
の
地
点
か
ら
四
三
度
一
〇
分
四
九
秒
五
・
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

一
三
の
地
点　

一
二
の
地
点
か
ら
四
二
度
三
八
分
二
〇
秒
四
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

一
四
の
地
点　

一
三
の
地
点
か
ら
四
六
度
一
六
分
四
一
秒
一
〇
・
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

一
五
の
地
点　

一
四
の
地
点
か
ら
五
六
度
三
八
分
四
三
秒
一
〇
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

一
六
の
地
点　

一
五
の
地
点
か
ら
六
八
度
五
七
分
〇
二
秒
五
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

一
七
の
地
点　

一
六
の
地
点
か
ら
七
八
度
三
八
分
二
五
秒
五
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

一
八
の
地
点　

一
七
の
地
点
か
ら
八
七
度
五
七
分
五
四
秒
五
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

一
九
の
地
点　

一
八
の
地
点
か
ら
九
七
度
三
九
分
〇
七
秒
六
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

二
〇
の
地
点　

一
九
の
地
点
か
ら
一
〇
七
度
一
一
分
一
八
秒
五
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

二
一
の
地
点　

二
〇
の
地
点
か
ら
一
一
四
度
四
三
分
〇
〇
秒
六
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

二
二
の
地
点　

二
一
の
地
点
か
ら
一
二
二
度
三
四
分
一
四
秒
一
〇
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

二
三
の
地
点　

二
二
の
地
点
か
ら
一
二
六
度
四
一
分
一
〇
秒
五
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

二
四
の
地
点　

二
三
の
地
点
か
ら
一
二
六
度
五
八
分
一
三
秒
九
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

二
五
の
地
点　

二
四
の
地
点
か
ら
一
二
六
度
四
五
分
三
五
秒
四
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

二
六
の
地
点　

二
五
の
地
点
か
ら
一
二
〇
度
五
七
分
五
八
秒
一
九
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

二
七
の
地
点　

二
六
の
地
点
か
ら
一
一
二
度
三
二
分
三
三
秒
六
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

二
八
の
地
点　

二
七
の
地
点
か
ら
一
一
〇
度
二
〇
分
三
四
秒
一
一
・
二
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

二
九
の
地
点　

二
八
の
地
点
か
ら
一
〇
二
度
五
五
分
五
〇
秒
一
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

三
〇
の
地
点　

二
九
の
地
点
か
ら
一
一
度
五
二
分
〇
四
秒
〇
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

三
一
の
地
点　

三
〇
の
地
点
か
ら
九
四
度
五
七
分
一
九
秒
六
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

三
二
の
地
点　

三
一
の
地
点
か
ら
一
八
四
度
四
八
分
一
九
秒
一
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

三
三
の
地
点　

三
二
の
地
点
か
ら
九
〇
度
五
八
分
三
二
秒
一
八
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

三
四
の
地
点　

三
三
の
地
点
か
ら
八
三
度
二
九
分
五
二
秒
四
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

三
五
の
地
点　

三
四
の
地
点
か
ら
七
七
度
二
七
分
五
〇
秒
一
三
・
八
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

三
六
の
地
点　

三
五
の
地
点
か
ら
七
一
度
四
〇
分
〇
〇
秒
一
〇
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

三
七
の
地
点　

三
六
の
地
点
か
ら
六
八
度
四
六
分
一
二
秒
九
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

三
八
の
地
点　

三
七
の
地
点
か
ら
六
八
度
三
〇
分
〇
三
秒
九
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

三
九
の
地
点　

三
八
の
地
点
か
ら
六
八
度
四
一
分
三
八
秒
一
〇
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

四
〇
の
地
点　

三
九
の
地
点
か
ら
七
一
度
〇
三
分
四
八
秒
一
五
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

四
一
の
地
点　

四
〇
の
地
点
か
ら
七
四
度
〇
〇
分
一
一
秒
五
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

四
二
の
地
点　

四
一
の
地
点
か
ら
七
六
度
五
九
分
二
七
秒
一
〇
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

四
三
の
地
点　

四
二
の
地
点
か
ら
八
〇
度
三
五
分
一
三
秒
一
〇
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

四
四
の
地
点　

四
三
の
地
点
か
ら
八
四
度
〇
六
分
二
三
秒
一
一
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

四
五
の
地
点　

四
四
の
地
点
か
ら
八
七
度
四
八
分
〇
七
秒
九
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

四
六
の
地
点　

四
五
の
地
点
か
ら
九
一
度
〇
三
分
〇
七
秒
八
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

四
七
の
地
点　

四
六
の
地
点
か
ら
九
四
度
三
九
分
〇
四
秒
一
二
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

四
八
の
地
点　

四
七
の
地
点
か
ら
九
六
度
五
七
分
五
四
秒
一
三
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

四
九
の
地
点　

四
八
の
地
点
か
ら
九
七
度
四
二
分
二
三
秒
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

五
〇
の
地
点　

四
九
の
地
点
か
ら
二
六
一
度
三
一
分
一
九
秒
三
四
〇
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

第
二
区
域

　
　

  　

次
の
各
地
点
の
う
ち
五
一
の
地
点
か
ら
五
五
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
五
五
の
地
点
と
五

六
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
日
付
け
指
令
河
第
九
百
九
十
六
号
で
竣
功
認
可
さ
れ
た
埋

立
地
と
公
有
水
面
と
の
境
界
線
（
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・
九
七
メ
ー
ト
ル
に
よ
り
決
定
）
及
び
五

一
の
地
点
と
五
六
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
二
十
七
年
の
春
分
の
満
潮
位
（
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
二
・
一

三
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

五
一
の
地
点　

基
点
か
ら
三
〇
五
度
〇
〇
分
三
五
秒
一
、
七
八
五
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

五
二
の
地
点　

五
一
の
地
点
か
ら
二
九
度
三
六
分
二
七
秒
四
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点



令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

八

大
分
県
報
（
告
示
）

　
　
　

五
三
の
地
点　

五
二
の
地
点
か
ら
九
七
度
三
〇
分
二
一
秒
九
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

五
四
の
地
点　

五
三
の
地
点
か
ら
九
七
度
三
〇
分
二
九
秒
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

五
五
の
地
点　

五
四
の
地
点
か
ら
九
七
度
〇
七
分
五
三
秒
一
二
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

五
六
の
地
点　

五
五
の
地
点
か
ら
一
八
七
度
〇
九
分
一
二
秒
二
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

第
一
区
域　

二
、
五
七
八
・
六
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

第
二
区
域　
　
　
　

八
四
・
〇
六
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

合　
　

計　

二
、
六
六
二
・
六
六
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

上
浦
漁
港
区
域

　
　
　

第
一
区
域　
　
　

一
九
四
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

海
岸
区
域

　
　
　

第
一
区
域　

二
、
三
八
三
・
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

第
二
区
域　
　
　
　

八
四
・
〇
六
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

合　
　

計　

二
、
四
六
八
・
〇
一
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
て
の
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日　

指
令
河
第
十
号　

指
令
漁
整
第
一
号

五　

閲
覧
の
場
所

　
　

臼
杵
市
社
会
基
盤
整
備
・
災
害
支
援
セ
ン
タ
ー

大
分
県
告
示
第
百
六
号

　

大
分
県
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
の
概
要
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

　

十
五　

丸
市
尾
港
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

十
五　

丸
市
尾
港

　
　

㈠　

所
在　

佐
伯
市

　
　

㈡　

概
要

図
面
符
号

名　
　

称

数　
　

量

接
岸
能
力

備　
　

考

Ａ
―
二
―
一

泊
地

一
二
、
六
二
〇

　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
三
・
五
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

八
〇
メ
ー
ト
ル

一
六
隻
分

Ａ
―
二
―
二　
　

 

泊
地

二
三
、
〇
八
〇

　

平
方
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

小
型
船
舶
用

三
三
五
メ
ー
ト
ル

六
七
隻
分

Ｂ
―
一
―
二

防
波
堤

八
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
―
一
―
三

防
波
堤

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
―
一
―
四

防
波
堤

四
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
―
一
―
六

防
波
堤

一
二
メ
ー
ト
ル

Ｂ
―
五
―
一
九

護
岸

八
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
―
五
―
二
〇

護
岸

二
四
〇
メ
ー
ト
ル

Ｂ
―
五
―
二
一

護
岸

一
八
メ
ー
ト
ル

Ｃ
―
六
―
一

物
揚
場

一
三
四
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ｃ
―
六
―
二

物
揚
場

六
二
メ
ー
ト
ル

水
深
三
・
五
メ
ー
ト
ル

Ｃ
―
六
―
三

物
揚
場

六
七
メ
ー
ト
ル

水
深
三
・
五
メ
ー
ト
ル

Ｃ
―
六
―
四

物
揚
場

一
一
五
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ｃ
―
六
―
五

物
揚
場

九
七
メ
ー
ト
ル

水
深
二
メ
ー
ト
ル

Ｃ
―
七
―
二

船
揚
場

一
五
メ
ー
ト
ル

Ｄ
―
一
―
一

臨
港
道
路

四
七
メ
ー
ト
ル

Ｄ
―
一
―
二

臨
港
道
路

一
〇
三
メ
ー
ト
ル

Ｌ
―
二
―
一

緑
地

九
、
二
〇
〇

　

平
方
メ
ー
ト
ル

Ｌ
―
三
―
一

広
場

一
、
九
九
三

　

平
方
メ
ー
ト
ル

Ｌ
―
四
―
二

植
栽

三
、
七
〇
三

　

平
方
メ
ー
ト
ル

Ｌ
―
五
―
一

休
憩
所

九
四

　

平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

㈢　

図
面

　
　
　
　

図
面
は
、
大
分
県
土
木
建
築
部
港
湾
課
及
び
佐
伯
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

大
分
県
告
示
第
百
七
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災

害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
、
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日



令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

九

大
分
県
報
（
告
示
・
警
察
本
部
訓
令
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

指
定
を

解
除
す

る
区
域

の
名
称

所
在
地

指
定
の

区
分

土
砂
災

害
の
発

生
原
因

と
な
る

自
然
現

象
の
種

類

指
定
年

月
日
及

び
告
示

番
号

区
域
の

表
示

法
第
九
条
第
二
項

に
規
定
す
る
土
砂

災
害
警
戒
区
域
等

に
お
け
る
土
砂
災

害
防
止
対
策
の
推

進
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
平
成
十

三
年
政
令
第
八
十

四
号
）
で
定
め
る

事
項

備　
　

考

白
潟
🄑

佐
伯
市

大
字
鶴

望

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

平
成
二

十
三
年

一
月
十

八
日
大

分
県
告

示
第
三

十
五
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

（
「
別
図
」

は
、
省
略
し
、

佐
伯
土
木
事

務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
百
八
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

指
定
区

域
の
名

称

所
在
地

指
定
の
区
分

土
砂
災

害
の
発

生
原
因

と
な
る

自
然
現

象
の
種

類

区
域
の

表
示

法
第
九
条
第
二
項

に
規
定
す
る
土
砂

災
害
警
戒
区
域
等

に
お
け
る
土
砂
災

害
防
止
対
策
の
推

進
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
平
成
十

三
年
政
令
第
八
十

四
号
）
で
定
め
る

事
項

備　
　

考

白
潟
🄑

佐
伯
市

土
砂
災
害
警
戒

急
傾
斜

別
図
の

別
図
の
と
お
り

大
字
鶴

望

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

地
の
崩

壊

と
お
り

（
「
別
図
」
は
、

省
略
し
、
佐
伯
土

木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。
）

原
⑥

佐
伯
市

本
匠
大

字
波
寄

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
半
⑪

佐
伯
市

本
匠
大

字
小
半

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

内
田
⑥

佐
伯
市

宇
目
大

字
塩
見

園

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

田
原
㉔

佐
伯
市

宇
目
大

字
南
田

原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

○
警
察
本
部
訓
令

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
４
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
警

　
察

　
本

　
部

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

警
　

察
　

学
　

校
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
警

　
　

察
　

　
署

　
　

警
察

官
の

昇
任

試
験

等
に

関
す

る
規

程
（

平
成

４
年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
第

14号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

令
和

６
年

２
月

27日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
大

分
県

警
察

本
部

長
　

種
　

田
　

英
　

明
　

　
第

２
条

の
２

第
１

項
た

だ
し

書
中

「
２

級
」

を
「

２
階

級
」

に
改

め
、

同
項

第
２

号
ア

か
ら

ウ
ま

で
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。
　

　
ア

  　
15年

以
上

勤
務

し
て

、
地

方
公

務
員

法
（

昭
和

25年
法

律
第

261号
）

第
28条

の
２

第
４

項
に

規
定

す
る

他
の

職
へ

の
降

任
若

し
く

は
転

任
（

以
下

「
降

任
等

」
と

い
う

。
）

を
さ

れ
、

又
は

退
職

す



令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

一
〇

大
分
県
報
（
警
察
本
部
訓
令
）

る
者

で
、

降
任

等
を

さ
れ

る
直

前
の

階
級

又
は

退
職

時
の

階
級

に
10年

以
上

在
級

す
る

も
の

　
　

イ
  　

25年
以

上
勤

務
し

て
、

降
任

等
を

さ
れ

、
又

は
退

職
す

る
者

で
、

降
任

等
を

さ
れ

る
直

前
の

階
級

又
は

退
職

時
の

階
級

に
５

年
以

上
在

級
す

る
も

の
　

　
ウ

  　
35年

以
上

勤
務

し
て

、
降

任
等

を
さ

れ
、

又
は

退
職

す
る

者
で

、
降

任
等

を
さ

れ
る

直
前

の
階

級
又

は
退

職
時

の
階

級
に

１
年

以
上

在
級

す
る

も
の

　
　

　
附
　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
令

和
６

年
２

月
27日

か
ら

施
行

す
る

。


